
 

 

 

●制限表面概略 

 空港の周辺には進入表面、転移表面及び水平表面といった制限表面が設定されており、航空法 ４９条で 

「進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物。植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留

置してはならない（一部省略）。」と定められています。 

 制限表面は、その種類によって水平な部分もありますが、概ね以下の図のように空港中心から外側に向け

て制限高が高くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜断面概略図＞ 

＜平面概略図＞ 

南紀白浜空港制限表面高回答サイト操作説明書 



●高さ制限の照会方法 

 住所を入力して、「詳細地図表示」ボタンをクリックします。周辺の地図が表示されます（白浜町〇〇番

地等の地名のない場合白浜町役場が表示されます）ので、建物の建築予定箇所をクリックして下さい。 

住所検索を行わずに地図より建物の建築予定箇所をクリックすることも可能です。 

クリック地点から南紀白浜空港の標点に向けて直線が引かれます。 

上述の制限表面概略図の通り、空港に近い程、制限高が低くなりますので、直線を参考として建築予定箇所

内で空港に一番近いポイントをクリックして下さい。地図の下部にクリック地点の住所、制限表面の種類と

制限高が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 詳細地図表示ボタンをクリック。 

① 照会したい住所を入力。 

③ 建築予定地をクリック。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※クリックした地点の住所、制限表面の種類 

 制限高（標高）が表示されます。 

※必ず注意事項をご確認ください。 

④ 印刷ボタンをクリックで 

印刷ページを表示。 

※直線が表示され、南紀白浜空港の方向が 

 分かるので一番近い地点をクリック。 



●再照会について 

 別地点の制限高を照会する場合は、入力した住所を消去し、再度照会する住所を入力してください。 

その後の手順は、通常の照会方法と同じ手順となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※前回照会していた住所を消し、 

 再度照会したい住所を入力します。 



●制限表面の範囲外について 

 照会された住所が、南紀白浜空港の高さ制限区域の範囲外に該当する場合もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以上 ― 

検索した照会地が、 

南紀白浜空港の高さ制限区域の範囲外の場合に、 

制限表面の種類が「範囲外」と表示されます。 


